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研究成果の概要（和文）：本研究は以下の研究課題を実施した。①2013年度利用率調査（2013利用率調査）、②2015年
度利用率調査（2015利用率調査）、である。①の調査において、障害者総合支援法の地域系サービスのうち通所系サー
ビス（生活介護、就労継続支援、共同生活援助）の利用率（支給決定時間に対する請求時間の割合）は全国平均で80%
～70％だったのに対して、居宅系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護）の利用率は40％～60%であった。こ
れは年次をずらした②の調査でも概ね同じ比率であった。また②で実施した重度訪問介護の対象拡大者は調査対象自治
体においては利用者全体の2%~7%程度であることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This study carried out the following two research themes.There are research of 
2013 availability investigation and research of 2015 availability investigation.
In research of 2013, The availability of the home system service (home care, severe home-visit care, 
action protection service) was 40% - 60% whereas the availability (ratio at request time for the supply 
decision time) of the visit system service (day care, work place, group home) was 80% - 70% on national 
average among services of area.
This was an investigation into research of 2015 which put off annual, but was the almost same ratio.In 
addition, as for the extended person targeted for the severe home-visit care that I carried out in 
research of 2015, it became clear to be 2%~7% degree of the whole user in the subjects of survey local 
government.
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１．研究開始当初の背景 
 本研究は、①⽇本においては知的障害者の
地域⽣活移⾏が遅れており、②移⾏状態の不

⼗分さにより、家族の⾼齢化にともなう親の

不安が依然として⼤きい、という社会状況を

背景とする。 

 家族による介護を成⼈後の障害者にも前提

としている⽇本の障害者福祉制度は、家族に

よる介護の無償性、⻑期間化を放置してきた。

これが「親亡き後問題」の要因である。⽇本に

おいては親亡き後問題に対して⼊所施設が消

極的選択肢として取られてきたが、障害者権

利条約第 19 条に⾒られるように「地域⽣活」

への権利が重要視され、障害種別にかかわら

ず、地域での⽣活が実現できるように当事者

も⾏政も地域⽣活を推進している。 

 知的障害者の地域⽣活の充実のためには、

①本⼈中⼼のケアマネジメント、②柔軟で安

定的なサービス供給体制、③⾼齢化した親を

含めた家族⽀援、の３点が重要である。 

 ①の役割を果たすのが「パーソナルアシス

タンス」と「本⼈中⼼⽀援組織」である。障害

者 総 合 ⽀ 援 法 で は 、 事 業 者 供 給 モ デ ル

（provider oriented service）を採⽤しており、

①、②の実現が困難となっている。③の親へ

の⽀援は、①、②を充実させることで間接的

に実現できると筆者は考えている。 

 本研究は、申請者が前年度まで受託を受け

ていた「知的障害者地域⽣活⽀援のためのダ

イレクトペイメント導⼊にむけた課題整理と

検討（研究種⽬：若⼿研究(B)、研究期間：2011

〜2012、課題番号：23730528）の課題を発展

させたものである。 

 知的障害者の地域⽣活の実現のためには、

⼊浴、排泄、着替え、清拭、⾷事介助などの⾝

体介護に加えて、意志決定や危険回避などの

⽀援も合わせて、なおかつ必要ならば 24 時間

の⻑時間の⽀援も必要である。現状では、知

的障害者の在宅での⾝体介護は「居宅介護」、

意志決定や危険回避は「⾏動援護」で⽀給決

定とサービス利⽤が⾏われている。しかし、

どちらも 1 ⽇の⽀給時間が⾝体介護 4 時間半、

⾏動援護 7.5 時間と上限が決まっており、安

定的な⽀援には時間が短い。 

 知的障害者の地域⽣活の実現には、現在の

障害者総合⽀援法で定められている「重度訪

問介護」の利⽤促進が最も適切であると筆者

は考えている。 
 
２．研究の⽬的 
 本研究では、各⾃治体における障害者総合

⽀援法の利⽤状況を明らかにすることである。

特に、地域系サービス群（重度訪問介護、⽣活

介護、居宅介護、⾏動援護、就労継続⽀援、共

同⽣活援護）の⽀給状況、利⽤状況を中⼼に

調査を実施した。 

 また重度訪問介護の重度⾝体障害者以外へ

の対象拡⼤の影響がどの程度あるかについて、

明らかにする。 
 
３．研究の⽅法 
 本研究は、主に 2 つの研究課題を実施した。

①2013 年度利⽤率調査（以下 2013 利⽤率調

査）、②2015 年度利⽤率調査（以下 2015 利⽤

率調査）、である。 

 利⽤率調査では、主に 3 つの変数を設定す

ることが可能である。障害者総合⽀援法の利

⽤者に対して、利⽤者が市町村に対して要求

する(α)申請時間、市町村が利⽤者に対して

個別サービスの（β）⽀給決定量、利⽤者が事

業者を通じて実際にサービスを利⽤する（γ）

利⽤量が存在する。（α）申請量、（β）⽀給決

定量、（γ）利⽤量の関係は α≧β≧γ とな

る（図 1 参照）。 

 

  
 

（α）に関しては、⾃治体への調査では明ら

かにならないので、今回は省略し、（β）と（γ）

申請量 
（α）

支給決定量 
（β）

利用量 
（γ）≧ ≧

本調査の対象



の⽐較を⾏う。 

研究の⽅法については、それぞれの研究成果

の項に記載する。 
 
４．研究成果 
①	 2013利⽤率調査 

 2013年利⽤率調査の概要を以下に⽰す。調

査対象⾃治体は、2013年（平成25年）2⽉現

在で重度訪問介護の制度利⽤者が200⼈以上

存在する都道府県の市・区（郡部除く）であ

る。郡部を省いた理由は、中根（2012）、

（後述⽂献参照）で、郡部での重度訪問介護

の利⽤者がほぼ存在しない、ということが明

らかになっていたためである。対象となった

都道府県は、北海道、埼⽟県、東京都、神奈

川県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県であ

る（363⾃治体）。調査票の回収は134⾃治

体であった（回収率36.9％）。 

 この調査によって明らかになったのは、訪

問系サービス（居宅介護、⾏動援護、重度訪問

介護）は、⾃治体の規模によって⽀給時間、⽀

給⼈数の差が⼤きく、また利⽤率も全体的に

低調である。特に居宅介護、⾏動援護の利⽤

率は 5 割を下回っている。これはサービスを

提供する事業者が政令市よりも⼀般市で少な

い傾向にあるためと推測される。 

 通所系サービス（⽣活介護、就労継続⽀援、

共同⽣活援助）にも⾃治体規模による⽀給⽇

数・⽀給⼈数の差は存在するが、訪問系サー

ビスよりはその差は少ない。また利⽤率は、

⽣活介護・共同⽣活介護で約 80%、就労継続

⽀援で約 70％と⾼い数値を⽰した。また利⽤

率に⾃治体規模の影響がないことも特徴であ

る。 

 ⾏動援護が⼗分に利⽤者に活⽤されていな

い現状では、⾏動援護事業者のアセスメント

やサービス提供の後の重度訪問介護の活⽤は、

なされない可能性があるのではないか。 ⽀

給決定がなされても利⽤されない枠が存在す

ることの要因の調査を継続的に⾏う必要が明

らかになった。介護保険のように⾃⼰負担の

ない障害者総合⽀援法で「利⽤控え」が起こ

る理由は「過剰⽀給決定」か事業所の「供給能

⼒不⾜」のどちらかの要因だと現状では推論

している。 

 

②	 2015利⽤率調査 

 2015 年利⽤率調査は、、第 2 次障害者総合

⽀援法の地域系サービスの⽀給決定量及び利

⽤率調査、特に重度訪問介護の利⽤対象拡⼤

後の⽀給決定、利⽤率の変化が主な調査実施

内容である。2014 年度末の計画では、第 1 次

調査で協⼒をいただいた 186 ⾃治体に対して

すべて調査票を送る予定であったが、研究環

境の変化の影響にて、京都府下⾃治体 11 箇所

（京都市除く）と政令市 6 箇所（京都市、⼤

阪市、横浜市、相模原市、名古屋市、堺市）の

17 ⾃治体の配布に留まった。そのうち返送が

あったのは、京都府下⾃治体 7 箇所、政令市

4 箇所であった（回収率 64.7％）。 

 地域系サービス（重度訪問介護、⽣活介護、

居宅介護、⾏動援護、就労継続⽀援、共同⽣活

援護）の利⽤率は概ね 2013 利⽤率調査とほぼ

同様の数値であり、2013 利⽤率調査の妥当性

が追認された。 

 この調査で新たに追加した重度訪問介護対

象拡⼤者の把握は、その把握を⾏っている⾃

治体が 8 箇所、把握そのものを⾏っていない

⾃治体が 3 箇所であり、またその⼈数も重度

訪問介護⽀給決定者の総数⽐で 2%〜7%であ

り、対象拡⼤の効果そのものが拡⼤後 2 年を

経ても限定的であることが明らかになった。 
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